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総括表

視点 　　重点課題 番号 　取り組み事項

１　効果的・効率的な行政運営

ア　効果的な組織機構の構築 1 情報システムの再構築と品質管理

（１１項目） 2 ＷＥＢ会議の推進

3 ＩＣＴ機器を活用した業務改善

4 電子決裁システム等の導入

5 地図情報システム（ＧＩＳ）の検討

6 マイナンバー活用の促進

7 電子申請の推進

8 強制徴収できる債権の集約化の検討

9 公文書管理の見直し

10 ワーク・ライフ・バランスの推進

11 定員管理の適正化

イ　人材の育成 12 職員提案制度の充実

（４項目） 13 人事評価制度の活用

14 優秀な人材の確保

15 能力の向上

ウ　公共施設の適正な運営管理 16 指定管理者制度の推進

（２項目） 17 市有地・公共施設の今後のあり方の検討

２　持続可能な財政運営

ア　計画的な財政運営の推進 18 事務事業評価システムの見直し

（５項目） 19 給与の適正化

20 下水道事業公営企業法適用

21 下水道料金の検討

22 外郭団体の自立的運営基盤強化

イ　安定的な財源の確保 23 下水道料金の徴収率の向上

（９項目） 24 税、料金の納付手段拡大の検討

25 税の徴収率の向上

26 保育料の徴収率の向上

27 給食費の徴収率の向上

28 使用料・手数料の見直し

29 市有財産の有効活用

30 広告事業等の充実

31 ふるさと納税の充実

（全31項目）
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R2 R3 R4 R5 R6

1

情報システムの
再構築と品質管
理

効果的な情報システムの再構築
を行う。

国が示す基幹業務システ
ムの標準システムを導入
する。

・住民サービスの向上
・事務の効率化、標準化
・運用保守費用の削減

検討 ⇒ ⇒ ⇒ 実施 情報課

2

ＷＥＢ会議の推
進

ＷＥＢ会議を推進する。 ＷＥＢ会議の推進 ・会議出席に係る時間や
旅費等コストの削減
・効果的な会議の実施
・紙資料の削減、印刷配
布作業の削減

検討 ⇒ 実施 ⇒ ⇒ 情報課

3

ＩＣＴ機器を活
用した業務改善

タブレットＰＣを活用した業務
効率化の推進。

タブレットＰＣ導入と効
果的な活用

・紙資料の削減、印刷配
布作業の削減
・テレワークの導入

検討 ⇒ 実施 ⇒ ⇒ 情報課

4

電子決裁システ
ム等の導入

文書の電子決裁システム導入に
よる業務効率化、ペーパーレス
化を推進する。

・文書管理システムに新
たに電子決裁機能を追
加。
・電子ファイリングシス
テムの導入。

・決裁の迅速化、効率化
・文書の電子化による検
索性向上と保存の省ス
ペース化
・ペーパーレス化の推進

検討 ⇒ ⇒ 実施 ⇒ 情報課
総務課

5

地図情報システ
ム（ＧＩＳ）の
検討

地図情報を業務に活用するＧＩ
Ｓ導入の検討を行う。

ＧＩＳの最新動向を調査
し導入運用に係る課題や
コストなどを整理し導入
の是非を検討する。

・事務の効率化
・歳出の削減
・住民の利便性向上

検討 ⇒ ⇒ ⇒ 結論 情報課

6

マイナンバー活
用の促進

社会保障・税番号制度の効果的
な活用を図る。

マイナンバーカードの普
及と市民サービスの拡充
を図る。

・市民の利便性の向上
・行政の効率化
・公平公正な行政の実施

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 情報課

１－ア　効果的な組織機構の構築

主担当課番号 取り組み項目 取り組み方針 期待される効果
年度別計画

取り組み内容



R2 R3 R4 R5 R6

１－ア　効果的な組織機構の構築

主担当課番号 取り組み項目 取り組み方針 期待される効果
年度別計画

取り組み内容

7

電子申請の推進 国・県が示す電子申請システム
導入を目指す。

・マイナポータル等を活
用した電子申請の導入推
進を図る。
・基幹システム等に連携
できるシステム構築を行
う。

・利用者の利便性向上
（ポータルを活用した各
種申請手続きのワンス
トップ・オンライン化）
・業務の効率化

検討 ⇒ ⇒ ⇒ 実施 情報課
総務課
市民生活課
税務課
福祉課
地域包括支援課
など

8

強制徴収できる
債権の集約化の
検討

強制徴収できる債権の集約化へ
向けて課題等を検討（業務範
囲、組織体制、システム等）

強制徴収できる債権を一
元的に管理し、強制徴収
ができる体制にする。

・一元的に滞納整理を行
うことで、効果的・効率
的な滞納整理が期待でき
る。

検討 ⇒ 実施 ⇒ ⇒ 税務課

9

公文書管理の見
直し

公文書の管理の方法、手続等を
見直し、情報の適切な保存を図
る。

公文書の管理体制、保管
場所等を検討し、確立す
る。

・公文書の適切な管理 検討 ⇒ ⇒ 実施 ⇒ 総務課

10

ワーク・ライ
フ・バランスの
推進

年間総労働時間の縮減と職員の
ワーク・ライフバランスの充実
のための制度について推進す
る。

・ノー残業デイの周知徹
底
・計画的休暇の取り組み
の促進
・フレックスタイム制の
導入の検討

・勤務時間の削減による
労働環境の向上
・仕事と生活の調和が図
られる
・時間外手当等の抑制

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 総務課

11

定員管理の適正
化

再任用職員の増加や定年延長を
踏まえ、業務量に応じた適正な
人員管理を行う。

・職員適正化計画の策定
・再任用職員の定員管理

・職員配置の適正化
・再任用職員の管理

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 総務課
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R2 R3 R4 R5 R6

12

職員提案制度の
充実

随時職員提案制度の見直しを行
い、提案数の増加を図る。

一係一提案を目指す。 ・業務改善の視点の意識
化
・事務能率の向上

検討 実施 ⇒ ⇒ ⇒ 総合政策課

13

人事評価制度の
活用

人事評価制度を活用し、職員の
能力開発や人材育成・適正な人
事管理を図る。

人事評価により、職員
個々の強み・弱みを把握
し、職員個人に応じた人
材育成を図る。

・職員の能力開発、人材
育成
・持続可能で成長する組
織づくり

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 総務課

14

優秀な人材の確
保

優秀な人材を確保するために、
採用試験の方法の工夫を図ると
ともに、任期付き職員制度を活
用する。

採用試験方法の工夫・見
直しや、任期付の職員採
用制度を導入する。

・専門的な知識や優れた
識見、培われた経験等に
よる行政事務の高度化、
効率化

検討 ⇒ 実施 ⇒ ⇒ 総務課

15

能力の向上 業務改善、政策形成などの能力
領域の向上に努める。
また、事務引継書の効果的な活
用と改善に取り組むなど業務能
力向上に努める。

・研修を効果的、充実し
たものや、応募方式の拡
充を実施する。
・セルフプランニング研
修、研究会の立上げ、運
営を支援する。
・業務引継書、定型事務
マニュアルの作成
・自治大学、アカデミー
等の研修受講

・政策形成能力と説明責
任能力の向上
・資質の向上
・効率的な行政事務の遂
行

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 総務課

１－イ　人材の育成

主担当課番号 取り組み項目 取り組み方針 取り組み内容 期待される効果
年度別計画



R2 R3 R4 R5 R6

16

指定管理者制度
の推進

指定管理者制度導入施設の検討
を行う。

・導入施設の効果検証
・PFI方式等の導入検討

・市民サービスの向上
・経常経費の削減
・利用者の満足度向上
・施設の有効利用

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 総合政策課

17

市有地・公共施
設の今後のあり
方の検討

市有地の利活用策や公共施設の
総量適正化、長寿命化等を検討
する。

市有地の利活用や公共施
設の適正化、長寿命化に
関する協議を市有地利活
用対策会議等で実施す
る。

・施設の有効活用
・売払収入、貸付料、固
定資産税等の歳入の増加
・管理費用の削減

検討 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 総合政策課
財政課

１－ウ　公共施設の適正な運営管理

主担当課番号 取り組み項目 取り組み方針 取り組み内容 期待される効果
年度別計画

5
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R2 R3 R4 R5 R6

18

事務事業評価シ
ステムの見直し

総合計画と連動した事務事業評
価を実施する。

総合計画の進捗管理とあ
わせた事務事業評価を実
施する。

・効果的な事業推進
・説明責任の充実

検討 実施 ⇒ ⇒ ⇒ 総合政策課

19

給与の適正化 人事院勧告・県人事委員会勧告
による給与の適正化に努める。

・県人事委員会勧告に基
づく給与の適正化
・職務職階級や特殊勤務
手当の運用の検討

・給与の適正化
・職責意識の明確化

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 総務課

20

下水道事業公営
企業法適用

下水道事業公営企業法適用へ移
行する。

基礎調査、資産整理及び
評価、法適用移行事務、
企業会計システム構築業
務を行う。

・中長期的な視点に立っ
た計画的な経営基盤の強
化が図られる。

実施 ⇒ ⇒ ⇒ 移行 都市計画課

21

下水道料金の検
討

適正な使用料金の検討。 使用料金の見直し ・事業の安定経営 検討 ⇒ ⇒ ⇒ 実施 都市計画課

22

外郭団体の自立
的運営基盤強化

外郭団体における自主的・自立
的な経営基盤の確立

外郭団体ごとに適正、効
率的な運営ができるよう
指導を行う。

・外郭団体の自主的、自
立的運営の促進
・市の財政負担の削減

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 総合政策課
教育振興課
商工観光課

２－ア　計画的な財政運営の推進

主担当課番号 取り組み項目 取り組み方針 取り組み内容
年度別計画

期待される効果



R2 R3 R4 R5 R6

23

下水道料金の徴
収率の向上

下水道使用料収納事務を佐賀西
部広域水道企業団に委託し企業
団との連携を図ることで、徴収
率の維持・向上を図る。

収納事務等の効率的な体
制を確立。

・徴収体制の効率化及び
強化
・下水道料金徴収率の維
持・向上

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 都市計画課

24

税、料金の納付
手段拡大の検討

口座振替による納付の推進と、
新たな納付手段を検討する。

スマホ決済収納による納
付手段の拡大を図る。

・市民の利便性の向上 検討 ⇒ 実施 ⇒ ⇒ 税務課

25

税の徴収率の向
上

納税に関して専門的な方法の習
得や関係団体との連携を継続
し、滞納処分の強化を図る。

・専門的な徴収方法を習
得。
・佐賀県税事務所との連
携強化。

・徴収率向上による歳入
の増加
・税負担の公平性の確保

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 税務課

26

保育料の徴収率
の向上

・保育料納入指導事務の一部を
保育園に委託し、保育園の協力
を得ながら収納率の向上を図
る。
・定期的に電話による納付依頼
と毎年、強化月間等を設けて滞
納者への訪問を実施する。
・滞納者については児童手当を
現金支給し面談を行い納付を促
す。

・児童手当を活用した納
付依頼の強化を行う。
・保育料納入指導事務の
一部を保育園に委託す
る。

・歳入の増加
・納入意識の向上
・園との情報交換の強化

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 福祉課

27

給食費の徴収率
の向上

徴収強化に取り組む。 ・学校と連携する。
・児童手当申出徴収推
奨。
・臨戸訪問による徴収を
行う。
・過年度分未収金徴収業
務の委託

・公平性の確保
・学校給食の適正な運営
・徴収業務の効率化

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 学校教育課

２－イ　安定的な財源の確保

主担当課番号 取り組み項目 取り組み方針 取り組み内容
年度別計画

期待される効果
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R2 R3 R4 R5 R6

２－イ　安定的な財源の確保

主担当課番号 取り組み項目 取り組み方針 取り組み内容
年度別計画

期待される効果

28

使用料・手数料
の見直し

受益者負担を基本に、使用料・
手数料の見直しを行う。

使用料・手数料につい
て、受益に応じた見直し
や検討を実施する。

・受益者負担の原則によ
る平等性の確保

検討 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 全課

29

市有財産の有効
活用

市の事業で必要な財産は、利活
用案を計画。不要な財産は、売
却条件等をさらに見直して遊休
地の売却を促進する。

市有地利活用対策会議等
で協議し、ホームページ
で不要財産の掲載を行
い、遊休地の売却、貸付
けを行う。

・売払収入、貸付料、固
定資産税等の歳入の増加
・管理費用の削減

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 財政課

30

広告事業等の充
実

封筒等官民協働による印刷物の
作成や広報誌等の広告掲載を継
続する。

市報、ホームページへの
広告掲載を継続するとと
もに、新たな広告媒体へ
の取り組みを実施する。

・財源確保
・経費節減
・官民協働の推進
・市民生活に密着した情
報の提供

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 財政課
情報課

31

ふるさと納税の
充実

ふるさと納税ポータルサイトの
活用

安定した寄付額の確保 ・市、地域産業（特産
品）の振興
・市のＰＲ
・歳入の増加

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 総合政策課



Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 R7.4.1 増減

全職員数 223 229 232 236 237 231 8
職員+再任用短時間職員（0.5） 217 221 222 224 224 220 3
　正規職員数 211 213 213 213 211 210 -1

当年度末退職 10 4 4 10 3 (計 31名)
次年度採用 12 4 4 8 2 (計 30名)

　再任用 12 16 19 23 26 21 9
当年度末退職 4 1 0 7 8 (計 20名)
次年度採用 8 4 4 10 3 (計 29名)

全職員数 72 72 72 72 72 72 0
職員+再任用職員（1.0） 72 72 72 72 72 72 0
　正規職員数 70 69 68 67 67 68 -2

当年度末退職 2 1 1 1 1 (計 6名)
次年度採用 1 0 0 1 2 (計 4名)

　再任用 2 3 4 5 5 4 2
当年度末退職 1 0 0 1 2 (計 4名)
次年度採用 2 1 1 1 1 (計 6名)

295 301 304 308 309 303 8

国民スポーツ
大会のため
職員増

国民スポーツ
大会のため
職員増

国民スポーツ
大会のため
職員増

国民スポーツ
大会開催

備考

別紙：職員適正化計画

本庁

病院

合計
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